
差別に気づいた！わたしから、わたしたちの平等へ。 

「女性差別撤廃条約」リテラシーUPプロジェクト 

声を「集める」ワークショップ 2020年 9月 6日開催／報告書 

 

特定非営利活動法人 参画プラネット 

１ テーマ 

「女性差別撤廃条約」リテラシーUP プロジェクト 声を「集める」ワークショップ in ヌエック／オンライン 

 

２ 企画趣旨 

「女性差別撤廃条約」に関するリーガルリテラシーを高め、ジェンダー平等な社会を実現することをめざし、

参画プラネットは、①学ぶ、②集める、③拡げるという枠組みで「女性差別撤廃条約」リテラシーUP プロジェ

クトを展開中です。 

このたびの企画は、上記の「②集める」ことを目的としています。具体的には、「女性差別撤廃条約」を「①学

ぶ」ための学習プログラムを基盤として、声を集める（モニタリング）ためのワークショップです。 

 

３ 開催概要 

日時：9 月 6 日（日）午後 3 時から 5 時（120 分） 

会場：ヌエック・ワークショップ／オンライン（Zoom） 

参加費：無料  

参加者数：24 人（女性：24 人、男性：0 人） 

講師：「女性差別撤廃条約」コーディネーター／渋谷典子（NPO 法人参画プラネット代表理事）、重原惇子（同法

人常任理事） 

ファシリテーター：「女性差別撤廃条約」コーディネーター／林やすこ（同法人常任理事・事務局長）、明石雅世

（同法人常任理事）、伊藤静香（同法人常任理事）、中村奈津子（同法人常任理事） 

主催：特定非営利活動法人 参画プラネット 

助成：赤松良子ジェンダー平等助成金（期間：2019 年 7 月 1 日～2021 年 6 月 30 日） 

 

４ ワークショップの内容 

時刻 内容 担当 

15：00 

～15：05 

（5 分） 

開会挨拶 

 

司会：重原 

 

15：05 

～15：30 

（25 分） 

第一部：講義／リーガルリテラシーUP 

はじめに：参加者一人ひとりに「法は…」をテーマに、チャットに書き込

みをしてもらい、紹介。 

講義内容 

（１）「法」とは何か？ 

（２）「法」の目的は？ 

（３）「法」の体系・種類 

講師：渋谷、重原 

15：30 

～16：15 

（45 分） 

第二部：講義とワーク／「女性差別撤廃条約」リテラシーUP 

（１）女性差別とは？ 

（２）女性差別撤廃条約を学ぶ！ 

（３）個人ワーク 

講義と同時並行して、「女性差別撤廃条約」リテラシーUP ワークシート

講師：渋谷、重原 

ファシリテータ

ー：林、明石、中

村 



（以下、ワークシート）の気になる言葉に線を引いてもらう個人ワークを

実施。 

（４）グループワークと発表 

「何を読み取ったか」についてワークシートをシェアし、「女性差別撤廃

条約」への理解を促進。グループごとに、シェアした内容を発表し、「女

性差別撤廃条約」を法的な視点から読み解く。 

16：15 

～16：55 

（40 分） 

第三部：講義とワーク／リーガルマインド UP 

（１）リーガルマインドとは？ 

（２）個人ワーク 

「女性差別撤廃条約」リテラシーUP 情報シート（以下、情報シート）を

読みこみ、「女性差別撤廃条約」の条文へあてはめてみる。＜情報シート

は、特別定額給付金（新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連）がテ

ーマ＞ 

（３）グループワークと発表 

個人ワークの内容をもとに、グループで話し合い発表する。 

第四部：今後に向けて 

今後に向けて：参加者一人ひとりに「法は…」をテーマに、チャットに書

き込みをしてもらい、紹介。 

講師：渋谷、重原 

ファシリテータ

ー：林、明石、中

村 

16：55 

～17：00 

（5 分） 

閉会挨拶 司会：重原 

 

 

５ 成果と課題 

（１）参加者について 

このたびの声を「集める」ワークショップは、国立女性教育会館「ヌエック」が開催する「男女共同参画フォ

ーラム」のワークショップ企画として開催しました。広報については、「ヌエック」のウェブサイト、関連するメ

ーリングリスト、参画プラネットが発信しているメールマガジン等で行いました。 

参加者は、全国各地から集まった女性が 24 人で、それぞれのプロフィールも多彩（大学教員、大学生、労働

組合関係者、女性グループ運営者、キャリアコンサルタント、男女共同参画関連施設職員、NPO 活動者等）でし

た。Zoom のブレイクルームを活用したグループワークでは積極的な話し合いが持たれ、それぞれ個別ネットワ

ークも拡がったところです。あわせて、次回のワークショップへの参加希望もあり、関心度が高まっています。 

 

（２）オンライン開催について 

 本事業は、コロナ前に応募した「赤松良子ジェンダー平等助成金」を受け実施中です。コロナ禍の下、2020 年

度の「男女共同参画フォーラム」ワークショップはオンライン開催となり、参画プラネットとして応募する際に、

オンラインでのワークショップ開催が可能かどうかの議論からスタートしました。その結果、「学習プログラム」

への工夫に取組み、対面とオンライン双方のプログラム構築へと結びつけることが可能となりました。このこと

が幸いし、地域を越えて参加者が集まり、多様な人々へ届ける「学習プログラム」へと発展しているところです。 

 

（３）「法は…」（ワークショップの内容：アンダーラインの部分）について（添付資料をご参照ください） 

 開始した際と終了時に、一人ひとりに「法は…」とポストイットへ記載したところ、ワークショップを受ける

ことにより、「時代によって変化するもの」、「変えていくもの」、「正しいとは限らない」など法への客観性が高ま

っています。「女性差別撤廃条約」を活用するチカラを養うとともに、リーガルリテラシーのチカラを高めること

も重要な目的として本事業を推進します。 

 



資料１：「法は…」の変化について 

 

 

 

資料２：会場（リハーサル）の様子 

 


